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J
Y

鼓
菓
第
九
十
六
号

三
軌
町
層
民
健
東
保
険
条
例
の
!
部
改
正
に
つ
い
て
　
t

打
の
と
お
り
三
朝
町
昏
民
健
康
保
険
条
例
の
蒜
を
改
正
す
る
こ
と
に
つ
い
て
､
地
方
自
治
凍
(

ヽ

暗
和
二
十
二
年
法
痩
鼻
六
十
七
号
)
第
九
十
六
条
竺
項
の
規
定
に
よ
り
'
本
簾
会
の
轟
決
を
求
め

B
る
｡

昭
和
四
十
九
年
九
月
二
十
四
日

三

朝

町

長

　

　

板

　

　

材

　

　

葡

　

　

成

莞
窪
豊
九
月
/
8
台
鹿
壌
可
朱

r
　
　
　
　
　
三
朝
町
或
金
銭
長
牧
田
頼
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三
朝
町
条
例
弟
　
　
　
号
〃

三
朝
町
国
民
絹
康
保
険
条
例
の
7
部
を
改
正
す
る
条
例

I

三
朝
町
亀
民
偉
業
保
険
条
例
(
昭
和
臼
十
五
年
三
助
町
典
例
集
二
十
三
号
)
の
】
都
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
｡

第

四

集

を

次

の

よ

う

紅

改

め

る

.

　

　

　

　

　

　

　

一

第
四
季
櫛
辞
の
者
及
び
そ
の
者
の
世
帯
に
点
す
る
被
扶
兼
着
は
被
保
険
者
と
す
る
｡

節

東
八
森
の
次
に
､
次
の
二
条
を
加
え
る
｡

弟
<
集
望
)
　
被
保
険
者
が
同
一
の
月
に
同
｣
の
病
院
l
 
･
診
療
所
'
兼
局
そ
の
他
の
者
に
つ
い
て
受
け

た
凍
養
紅
係
る
こ
の
条
例
に
ょ
る
山
部
負
盤
■
金
の
額
(
国
民
健
東
保
険
法
第
四
十
四
灸
の
規
定
拓
よ

り
減
額
の
据
置
が
と
ら
れ
た
過
食
に
あ
J
O
て
は
'
減
額
さ
れ
た
後
の
l
部
負
池
亀
の
讐
叉
は
同
法

岸
五
十
四
集
束
三
現
あ
蘇
糞
紅
妻
す
る
費
用
の
額
(
以
下
単
に
r
療
糞
に
要
す
る
女
用
の
額
｣
と
い

う
｡
)
か
ら
海
嶺
領
の
額
を
撞
験
し
た
敬
が
三
万
円
空
言
る
と
き
は
'
世
帯
主
に
対
し
'
当
萩
遵

過
額
に
相
当
す
る
額
を
高
扱
凍
糞
糞
と
し
て
支
給
す
る
｡
同
法
弟
五
十
六
条
*
二
項
の
競
走
に
よ
り

メ

轟
額
が
支
徹
さ
れ
る
溶
合
に
お
い
て
r
同
項
に
点
定
す
る
蒜
負
掛
金
B
,
琴
叉
は
療
養
に
要
す
る
兼

用
の
鞄
か
ら
同
額
紅
簸
定
食
る
境
野
費
の
観
を
軽
除
し
た
飯
が
三
万
円
を
.
A
J
え
る
と
き
も
'
同
様
と

す
る
｡

響
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肯
掛
診
療
.
及
び
埼
科
静
寮
以
外
の
診
療
を
あ
わ
せ
て
希
う
医
療
機
関
並
び
把
医
療
法
(
略
和
二
十

/

三
年
法
律
空
音
軍
曹
)
第
g
l
壌
#
]
項
に
競
走
す
る
給
食
病
院
は
･
前
項
の
兼
慶
の
適
用
托
つ
い

七
は
歯
科
診
療
及
び
歯
科
診
療
以
外
の
診
療
又
は
診
寮
科
名
を
異
托
す
る
診
療
妊
つ
き
そ
れ
ぞ
れ
別

個
の
病
院
又
は
診
療
所
と
み
な
す
｡

I

J
　
被
保
険
者
が
療
兼
帯
扱
捗
綿
で
宅
1
福
祉
法
(
粘
和
三
十
<
年
法
律
簾
育
三
十
三
号
)
托
よ
る
老
人

医
療
史
の
支
給
そ
の
他
健
廉
俸
除
扶
施
行
規
則
(
大
正
十
五
年
内
務
省
令
聖
7
+
六
号
)
第
六
十
三

集
め
五
に
定
め
ら
れ
た
医
療
把
儲
す
る
給
付
が
行
わ
れ
る
べ
き
媒
葦
を
受
け
た
場
合
に
は
･
高
額
凍

費
費
と
し
て
世
帯
主
に
吏
給
す
べ
き
額
の
限
度
に
お
い
て
･
当
戟
被
保
険
者
が
畠
該
療
養
に
関
し
当

萩
療
義
坂
扱
磯
舶
紅
支
払
う
べ
き
束
用
を
世
帯
主
托
代
わ
り
･
当
鞍
療
華
取
扱
凝
願
に
支
払
う
こ
と

が
で
き
為
｡

A
　
前
項
の
親
愛
托
よ
る
支
払
が
あ
っ
た
と
き
は
､
世
帯
主
に
対
し
･
高
額
療
兼
費
の
支
給
が
あ
っ
た

も

の

と

み

な

す

｡

　

　

　

､

莞
集
聖
　
霊
芸
ぬ
る
も
0
°
は
か
･
-
蘇
養
-
-
に
押
し
必
-
嘉
聖
霊
で

＼

定

め

る

･
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附
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.

こ
の
条
例
は
'
昭
和
e
l
十
九
年
十
月
-
日
か
ら
施
行
せ
る
｡
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